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ＵＡＶによる除草工事の出来形管理について

・生産性向上が遅れている土木の建設現場、労働力不足問題

・維持管理分野でのICT導入、技術基準類のカイゼン(平成30年度）

・従来手法と新しい手法での管理結果の相違

・働き方改革と品確法の運用

本プロジェクトの狙い

・維持管理分野での出来形管理の簡素化
　　直轄工事だけではなく、地方自治体 地方公共団体への波及

・人材の確保。土木建設業界に入職者が増えるよう魅力ある現場作りへの推進

・ICTの活用、書類の簡素化による生産性の向上

何のために





今回の測量箇所
左岸　26/600

左岸　27/600

　　　　　　出来形測量対象箇所

・鯰田地区左岸　口の原橋から鯰田鉄道橋の間。
　とりわけ今回はUAVによる測量結果と従来手法
　で算出した展開図のデータ（後述）と比較するた
　め、26/600から27/600までの1.0kmの面積を計
　測する。
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測量手法

三次元化にあたって検討した測量方法

1.従来手法

2.三次元レーザースキャナの利用

3.UAV・航空機によるレーザー測量

4.ＭＭＳ（モービルマッピング）測量

5.グーグルマップ・グーグルストリートビューの利用

検討結果

UAVによる測量と除草面積の控除箇所を探るためGPSによる補足測量を行う。













・測量時期

　夏場のUAV機による測量は写真撮影時に乱反射することが多い。

2期目刈取後、草の成長度が遅くなる秋に（11月～）に計測を行う。

・管理用道路であること

　兼用道路では法肩より1mを除草出来ないので除草面積の境界が曖昧になる。

　計測するにあたって交通量の少ない場所。見通しの良い場所。

・刈取後に測量

　除草前のUAV機による測量は地盤を把握出来ないので正確な座標が取れない。

GPSによる補足測量で除草面積の控除箇所や舗装の境界などを把握する。

・成果品の確認

　三次元データの解析結果は専用のソフトが必要か、ハイスペックPCが必要か。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　
　普通のノートPCで問題なし、閲覧はフリーのビューワソフトで確認出来る。

除草面積の出来形管理実施にあたっての検討結果




















































